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オーナー各位

盛夏の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

特殊建築物等定期調査 定期報告制度が変わりました。

平成18年6月の東京都内の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、平成19年5月のエキスポランドのコースターにおける死

亡事故等、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、国土交通

省により特殊建築物等の定期報告制度が見直されました。以下、国土交通省の資料から一部を抜粋します。

見直しのポイント

定期報告は所有者・管理者に課された義務です。

建築基準法において、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物（遊

戯施設などの工作物を含む。）の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維

持するように努めなければならない（第8条第1項）と定められています。さらに

、特定行政庁が指定する建築物（昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物

も含む。）の所有者・管理者は、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査

をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。つまり、適切に維

持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは

所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかった

り、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象（百万円以下の罰金）となります。

特定行政庁が指定する建築物

特定行政庁が指定する建築物には、賃貸住宅においても一定規模以上でこの義

務が定められています。ここでは紙面の都合上、大阪府における建物の基準の記

載のみとさせていただきましたので、ご所有建物の所在地の特定行政庁にご確認

ください。

尚、一定規模に達していなくて報告義務がなくても、建物及び設備について定

期的な点検は実施しておかれた方が良いと思います。

●共同住宅で特殊建築物等定期調査報告が必要な規模（大阪府の場合）

3階建以上の建物であって共同住宅としての用途の床面積の合計が1000㎡を

超えるもの、又は、

5階建以上の建物であって共同住宅としての用途の床面積の合計が500㎡を

超えるもの

●報告の時期（大阪府の場合）

平成18年度以降3年毎。（次回報告は平成21年となります。）

専門技術者による適切な調査・検査が必要です。

一級建築士や二級建築士等の専門技術を有する資格者が調査・検査を適切に行

わなければ、思わぬ事故につながり、社会的責任を問われる可能性があります。

建築物の安全性を確保するためには、調査者・検査者が調査・検査を適切に行う

とともに、所有者に対して維持保全のアドバイスを行うことが重要です。

●特殊建築物等 外装タイル等の劣化・損傷 吹付けアスベスト等 建築設備・防火設備

平成20年3月31日以前

手の届く範囲を打診、その他を目視で
調査し、異常があれば「精密調査を要す
る」として建築物の所有者等に注意喚
起

施工の有無、飛散防止対策の有無・劣
化損傷状況を調査

設備の有無及び定期的な点検の実施
の有無を調査

平成20年4月1日以降

手の届く範囲を打診、その他を目視で
調査し、異常があれば全面打診等によ
り調査し、加えて竣工、外壁改修等から
10年を経てから最初の調査の際に全面
打診により調査

上に加え、吹付けアスベストが施工さ
れ、かつ飛散防止対策がされていない
場合は、当該アスベストの劣化損傷状
況を調査

上に加え、定期的な点検が実施されて
いない場合は、作動状況を調査

調査結果の報告の際に、配
置図及び各階平面図を添付

※ここに記載している内容については、特定行政庁により異なる場合がありますので、詳しくは特定行政庁へお問合せ下さい。

※上記の特殊建築物等の他、昇降機、遊戯施設、建築設備等について、見直されています。 建築基準法（抄）

第八条（維持保全）

1 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及

び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない

。 

2 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築

物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要

に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その

他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通

大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることがで

きる。 

第十二条（報告、検査等） 

1 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物（国

、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。）で特定行政

庁が指定するものの所有者（所有者と管理者が異なる場合においては

、管理者。第三項において同じ。）は、当該建築物の敷地、構造及び

建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一

級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する

者にその状況の調査（当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐

食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備について

の第三項の検査を除く。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告し

なければならない。 

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物（第六条第一項第

一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。）の管

理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受

けた者（以下この章において「国の機関の長等」という。）は、当該

建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより

、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者

に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 

3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令

で定める建築物の昇降機以外の建築設備（国、都道府県及び建築主事

を置く市町村の建築物に設けるものを除く。）で特定行政庁が指定す

るものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めると

ころにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大

臣が定める資格を有する者に検査（当該建築設備についての損傷、腐

食その他の劣化の状況の点検を含む。）をさせて、その結果を特定行

政庁に報告しなければならない。 

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築

物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物（第

六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物

に限る。）の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定める

ところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資

格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなけれ

ばならない。 



2008年7・8月号（第101号）

難波先生のなんでも相談室

第３８回 住宅取得等資金贈与の特例の延長

１ 趣旨

自分のお父さんやお母さんから住宅取得資金の贈与を受けて、自分の居住用の住宅の取得等をする場合、相続時精算
課税制度の特例を適用することで、３５００万円までの金額について贈与税がかからない制度が住宅取得資金贈与の
特例です。この制度は平成２１年１２月３１日までの２年間延長されました。

２ 制度の内容

平成２１年１２月３１日までの間に、２０歳以上である子供が、親から自分が居住する一定の住宅の取得等のための
住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。この制度は親が65歳未
満であっても適用を受けることができます。（尚、住宅取得資金の贈与以外の場合の相続時精算課税制度において贈

与者は、その年の1月1日において65歳以上である必要があり、贈与者の非課税枠も2500万円までとなっています。）

３ 適用要件

（１）２０歳以上の受贈者が親から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与金額の全額をその対価に充てて住宅の取得等

を行う。
（２）住宅の取得等の贈与を受けた年の翌年３月１５日までに居住していること又は、同日後遅滞なく居住すること

が確実であると見込まれること。

４ 住宅等の要件

住宅が次の要件を満たしており、居住用家屋が二つ以上ある場合は、受贈者が主として居住の用に供すると認められ

る一の家屋に限ります。

（１）国内にある家屋で、その床面積の５０％以上が居住用であること。
（２）家屋の床面積が５０㎡以上であること。区分所有の場合は、その区分所有する部分の床面積が５０㎡以上であ

ること。
（３）新築又は中古住宅で築後経過年数が２０年以内（マンションなどの耐火建築物の場合は、２５年以内）若しく

は耐震基準を満たしている家屋であること。

５ 具体例

お父さんから３５００万円、お母さんから１３００万円の住宅取得資金の贈与を受け、お父さんとお母さんのいずれ

の贈与についても相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額。

（１）お父さんからの贈与

３５００万円 － （１０００万円＋２５００万円） ＝ ０

（２）お母さんからの贈与

１３００万円 － １３００万円 ＝ ０

∴相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した贈与者それぞれに適用され、贈与税額が０で、お子様の住宅取得が可

能です。この制度は平成２１年１２月３１日までですので、適用期限がある間に住宅取得をご検討下さい。

６ 注意点

この制度を選択する受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与を受
けた者の所轄税務署長に対して、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた者ごとに、贈与税の申告書に添付します
。必要書類としましては受贈者の戸籍謄本又は抄本、受贈者の戸籍の附票の写し、贈与者の住民票の写し、住宅家屋
に関する登記事項証明書などがありますので十分ご注意下さい。尚、この制度は贈与税と相続税の課税を一体化して
相続時に精算する制度ですので、贈与財産は相続財産に含めて計算されます。また、この制度を選択すると暦年課税

（110万円）の基礎控除の贈与制度は適用できませんので、ご注意下さい。

難波孝朗
税理士、行政書士、社会
保険労務士、宅地建物取
引主任者、ファイナンシ
ャルプランナー

贈与金額 特別控除額 課税価格

贈与税０

贈与金額 特別控除額 課税価格

贈与税０

※お母さんの場合、3500万円から1300万円を差し引いた2200万円は
住宅取得資金等贈与の非課税枠として以後適用できます。




